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①
介
護
認
定
者
は
1
0
0
0
人
ほ
ど
お

り
、
新
給
付
の
対
象
は
5
0
0
人
ほ
ど

に
な
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
施
設
の
自
己
負
担
は
、
新
３
段

階
で
月
1
5
0
0
0
円
、
新
4
段
階
で
月

3
0
0
0
0
円
増
え
る
計
算
に
な
り
ま
す
。

②
第
２
段
階
が
新
２
と
新
３
段
階
に
な
り
保
険

料
が
半
々
の
割
合
に
な
り
ま
す
。

③
訪
問
介
護
軽
減
は
廃
止
し
、
他
の
軽
減
は
、

現
行
水
準
で
継
続
を
考
え
て
い
ま
す
。

福
祉
の
見
直
し
す
べ
き
で
な
い

①
17
年
度
予
算
で
は
福
祉
分
野
の
見

直
し
を
す
る
と
し
て
い
た
が
具
体
的
に

は
。

②
福
祉
分
野
補
助
金
の
整
理
合
理
化
は
す
る
べ

き
で
は
な
い
の
で
は
。

①
重
点
化
し
、
子
ど
も
の
分
野
は
子

育
て
支
援
事
業
、
高
齢
者
分
野
は
介

護
予
防
事
業
を
重
点
化
し
て
お
り
、
他

の
分
野
も
若
干
の
変
更
は
あ
り
ま
す
。

②
補
助
金
の
見
直
し
は
、
基
本
的
に
は
す

べ
て
の
補
助
金
に
つ
い
て
交
付
基
準
に
基

き
適
切
に
交
付
し
て
い
き
ま
す
。

武田　猛見 議員

国保相談窓口の設置を

生活支援も含めて改善

①
国
保
税
の
階
層
別
滞
納
の
状
況
は
。

②
資
格
証
明
書
の
発
行
前
と
後
の
収
納

状
況
は
。

③
法
定
外
の
減
免
利
用
状
況
と
拡
充
の
考
え
は
。

④
窓
口
負
担
の
減
免
制
度
の
検
討
は
。

⑤
納
付
だ
け
に
こ
だ
わ
ら
な
い
相
談
窓
口
を
。

①
2
0
0
万
円
未
満
の
所
得
者
の
滞

納
が
、
13
年
度
か
ら
70
％
を
超
え
て

お
り
、
15
年
度
は
73
％
と
増
加
し
て

い
ま
す
。

②
証
明
書
発
行
は
、
収
納
率
向
上
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
せ
ん
。

③
減
免
の
利
用
は
、
15
年
度
で
4
件
、
16

年
度
で
6
件
あ
り
ま
し
た
。
減
免
要
網

の
拡
充
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

④
窓
口
減
免
に
つ
い
て
は
、
盛
岡
市
で
実
施

し
て
ま
す
が
財
政
上
の
課
題
も
あ
り
調

査
し
ま
す
。

⑤
相
談
窓
口
に
つ
い
て
は
、
納
付
だ
け
で
な

く
医
療
費
関
係
や
生
活
支
援
ま
で
及
ぶ

こ
と
か
ら
相
談
し
や
す
い
窓
口
の
改
善
に

努
め
ま
す
。

介
護
保
険
の
見
直
し
負
担
増
は

①
「
新
予
防
給
付
」
の
対
象
は
。
施
設

給
付
の
見
直
し
で
負
担
は
い
く
ら
増
え

る
か
。

②
制
度
変
更
で
保
険
料
負
担
の
見
直
し
は
あ
る

の
か
。

③
訪
問
介
護
の
軽
減
を
含
め
て
、
村
と
し
て
低

所
得
者
の
保
険
料
・
利
用
料
軽
減
の
対
策
は
。
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